
 

  

じょうえつし社協 

大浦安だより

第２号 

令和６年９月２５日発行 

 

 

大浦安だより 

ダウンロードページ 

 上越市社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金の配分金により地域活動の支援を行っています。 

今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。共同募金は、戦後間もない昭和２２（１９

４７）年に、市民が主体の民間運動として始まりました。当初、戦後復興の一助として、被災した福祉

施設を中心に支援が行われ、その後、法律（現在の「社会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進の

ため、活用されてきました。 

 社会変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざま

な地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として取り

組まれています。 

社会福祉法人上越市社会福祉協議会 



 

  

令和６年度赤い羽根共同募金運動 

～じぶんの町を良くするしくみ。～ 

地域福祉推進のため、皆さまのご協力をお願いします。 

                        上越市共同募金委員会 安塚分会・浦川原分会・大島分会 

運動期間 10 月 1 日～12 月 31 日 

目標額 

上越市全体の目標額   ２９，３８７，０００円   

上越市の福祉活動のために  ６０％ 

  ３７事業（子ども食堂、居場所づくり、障がいをもつ 

当事者団体等）の事業費として 

新潟県の福祉のために     ３７％ 

 県域単位で活動する地域福祉団体へ 

災害に備えるために        3% 

  災害ボランティアセンター運営費など 

（令和７年度の事業費に活用されます）

各区の目標額 

安塚区    ５９３，０００円    

浦川原区  ８９９，０００円    

大島区    ４２４，０００円    

共同募金は、事前に使いみちや集める額（目標）を定め、地域の福祉のための、募金と助成に関

する計画をたてて行われる募金です。「使いみちの計画」に必要な総額が、「目標額」となります。 

募金の方法 

○ 戸別募金・・・町内会長・自治会長さんに取りまとめをお願いします。 

           （１世帯あたり６００円を目安にご協力をお願いします。） 

○ 法人募金・・・企業・事業所の皆さまに募金をお願いします。 

○ 学校募金・・・学校での募金をお願いします。 

○ 職域募金・・・職場での募金をお願いします。 

 

～赤い羽根まちがいさがし～ 

右と左の絵をよく見くらべて、ちがっている部分を探してください。全部で１０か所あります。 

                                                    〔答えは次号に掲載します〕 

 



 

  

募金の使いみち 

ボランティアセンター事業 

ボランティア活動の支援、ボランティア同士の交

流の場の提供や活動につながる研修会を行う等、

福祉活動の担い手の養成・育成を行っています。 

ボランティア研修・交流会、サロンボランティア研修会など 

ふれあい・いきいきサロン事業 

住み慣れた地域で誰もが気軽に集い、無理な

く楽しめる交流の場づくりを推進し、生きがいづく

りや健康増進を図る活動を支援しています。活動

費の助成やレクリエーションの支援も行います。 

サロン、お楽しみ集会、にこにこサロンなど 

福祉教育推進事業 

子どもから大人まで、また地域の企業

や団体等を対象に、福祉やボランティア

への理解を深める活動をしています。 

福祉まつり事業 

安心して暮らせる健康と福祉のまちづくりを

進めていくために、講演会やお楽しみイベント

を開催します。 

また、地域イベントに参加しています。 

 

世代間交流、高齢者メッセージ活動、車いす体験など 

地域懇談会事業 

暮らしの中の心配ごとや社

会資源の状況などを共に考え

ながら、その地域の実情に合

わせた福祉活動が広がるよ

う、地域の皆さまと意見を出し

合います。 

下半期（１０月～３月）赤い羽根共同募金配分金事業の予定 

○ 小学校福祉教育 （体験学習・世代間交流）         １０月～１１月 

○ 福祉まつり事業  いきいきフェア （会場：浦川原区）  １１月９日（土）   

               福祉講演会   （会場：大島区）    １２月          

○ ボランティア研修・交流会       （会場：安塚区）    １２月           

○ 地域懇談会                                     ２月 

○ サロンボランティア研修会 ・打ち合わせ会            ３月 

※チラシ等でご案内します。どの会場もご参加いただけますので、ぜひお越しください。 



 

上越市 訪問型サービス B 有償ボランティア養成講座 

 訪問型サービス B とは、支援を必要とする高齢者を地域で支える仕組みのひとつとして、 

有償ボランティアが利用者宅を訪問して行う生活支援サービスです。 

 下記のどちらか 1 つの会場で、養成講座を受講し登録いただくと、有償ボランティアとして

活動することができます。皆さまの受講をお待ちしています。（受講は無料です。） 
 

○ １０月２３日（水） 会場：保倉地区公民館 研修室（上吉野 1640 番地 1） 

○ １１月２２日（金） 会場：吉川コミュニティプラザ 大会議室（吉川区下町１１２６番地） 

 

■開催時間は、両日とも午前９時から正午までです。 

■介護保険制度や生活支援の基本事項等について、主に講義形式で行います。 

■受講する場合は、開催日の前日までに電話でお申込みください。 

  申込み：上越市社会福祉協議会地域福祉課【☎025－526-1515】または下記支所 

福祉まつり事業 いきいきフェアの開催について 

浦川原高齢者生活福祉センター・浦川原保健センターを会場に福祉まつり「いきいきフェア」

を１１月９日（土）に開催することが、いきいきフェア実行委員会において決定しました。 

  「チャリティ販売」をはじめ、食の広場において「顕聖寺母ちゃんのうどん店」も開店予定です。 

子どもから大人まで楽しめる内容となっていますので、多くの方のご来場をお待ちしています。 

詳細についてはチラシ（1０月２５日発行）においてお知らせいたします。      

～チャリティ販売の品物・野菜の寄贈にご協力をお願いします～ 

 いきいきフェアの中で、チャリティ販売を行います。冠婚葬祭等の引き出物や購入したけれど

使わなかった家庭用品や電化製品、小物やバックなど、皆様のご家庭で眠っている品物などあ

りましたら 是非ご寄贈いただきたくお願いいたします。また、今年も野菜の寄贈も受付けます。 

  なお、大変申し訳ありませんが、品物は未使用のものとさせていただきます。 

 ご寄贈いただける品物につきましては、１１月４日（月）までに、上越市社会福祉協議会浦川原

支所 （いきいきセンター内）にご連絡くださるか、直接いきいきセンターにお持ち寄りください。 

野菜につきましては、１１月８日（金）午後から９日（土）午前 9 時までにいきいきセンターへお

届けください。 【☎：599-3878】 

この支所だよりは、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。 

発行 ： 社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 

大 島 支 所  〒942-1106 上越市大島区岡 3388番地 1 大島地区公民館内 

           Tel.025-59４-7107    Fax.025-59４-7110 

浦川原支所  〒942-0398 上越市浦川原区顕聖寺 242番地 2 浦川原高齢者生活福祉センター内 

           Tel.025-599-3878    Fax.025-599-3873 

安 塚 支 所  〒942-0411 上越市安塚区安塚 2549番地 5 安塚やすらぎ荘内 

           Tel.025-592-3002    Fax.025-59２-3060 
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